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杜のホールはしもと 練習室等のご案内 

 

 

 お申し込みからご利用まで  

 

申し込み時  審査終了時  利用日当日 

申請書の記入 

利用内容の審査 
→ 

利用承認通知書の発行 

施設利用料金の納入 

（現金） 

→ 
利用承認通知書の提示 

附属・器具等利用料金の精算 

（現金） 

 

 お申し込み  
 

■ 利用受付開始日および終了日 

施設利用 
市内在住者・市内の団体 市外在住者・市外の団体 

開始日 終了日 開始日 終了日 

練習室 

音楽スタジオ 

セミナールーム 

利用日の属する月の 

4 ヶ月前の月の初日 
利用日 

利用日の属する月の 

3 ヶ月前の月の初日 
利用日 

＊市内の団体とは、市内に事業所を有する団体をいい、市外の団体とは、それ以外のものをいいます。 

＊開始日および終了日が休館日にあたる場合は、その直後の開館日が該当日となります。 

 

■ 利用時間および区分 

利用時間は入館から退館までの時間ですので、準備及び片付けの時間を含みます。 

 

区分 午前 午後 夜間 1 日 

利用時間 
9:00～12:00 

（3 時間） 

13:00～17:00 

（4 時間） 

18:00～22:00 

（4 時間） 

9:00～22:00 

（13 時間） 

＊各区分を連続でご利用の場合、12:00～13:00、17:00～18:00 は基本利用料金に含まれます。 
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■ 基本利用料金 (単位：円)   

 午前 午後 夜間 1 日 

練習室１ 910 1,550 1,940 4,400 

練習室２ 1,420 2,450 3,230 7,100 

練習室３ 910 1,550 1,940 4,400 

音楽スタジオ 1,420 2,450 3,230 7,100 

セミナールーム１ 640 1,280 1,680 3,600 

セミナールーム２ 1,150 2,050 2,700 5,900 

＊午前および午後、午後および夜間を継続して利用する場合の利用料金は、各区分に係わる利用料金の合算額とします。 

 

■ 附属設備・器具等利用料金 

設備・器具類を利用した場合、使用した利用区分において設備利用料が掛かります。当日は現金のご準備をお

願いいたします。 

なお、附属設備利用料金表は、資料ダウンロードページよりご確認いただけます。 

 

■ 加算利用料金 

利用者が入場料もしくは入場料に類する料金を徴収する場合は、基本利用料金に定めた率を乗じて得た額を加

算いたします。ただし、営利を目的としない利用で入場料が 1,000 円以下の場合は、加算しません。 

 

一人当たりの入場料等の最高額 加算率 

2,000 円未満 20％ 

2,000 円～2,999 円 40％ 

3,000 円～4,999 円 60％ 

5,000 円以上 100％ 

 

＊利用者が商業行為（営業的行為）もしくは宣伝行為、その他これに類する目的のために利用する場合、基本利用料金に

150％を乗じて得た額を加算します。この場合、入場料等を徴収する場合であっても、上記の表は適用しません。 

 

■ 施設利用料金の還付 

利用のキャンセルや利用内容を変更する場合は、速やかに所定の手続きをしてください。 

すでに納めた利用料金は、所定の期間内に申請し、認められた場合は、利用料金の一部をお返しいたします。

還付率は下記のとおりです。 

利用日の 30 日前まで ８０％還付 

利用日の 7 日前まで ５０％還付 

＊7 日前を過ぎますと、利用料金の還付はございません。 


